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保健課

ジェネリック医薬品を使用してみませんか 
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、新薬（先発医薬品）に比べて開発費用が少額
のため、価格が３割から５割安く設定されています。
　ジェネリック医薬品に切り替えると、自己負担額が少額になるため家計の負担が軽減
され、特に高血圧やアレルギー性疾患等の治療中の方は薬剤費を大幅に節約できます。
　国は医薬品にかかる国民負担の軽減に向けて、2020 年９月末までにジェネリック医
薬品の使用割合を 80％にするという目標を掲げています。当組合全体の平成 30 年３月
診療分の使用割合は約 74％となっており、目標達成に向けさらに積極的な使用が必要
となっています。
　当組合では、今年度もジェネリック医薬品差額通知を実施します。この通知は、現在
服用中の新薬をジェネリック医薬品に切り替えることで一定額以上の薬剤費の軽減が見
込まれる方に対しお知らせするもので 10 月に送付する予定です。

ジェネリック医薬品の処方を希望される方は、医師・薬剤師に相談のうえ、ご使用くださいますようお願いします。

新薬
（先発医薬品）

ジェネリック医薬品
（後発医薬品）

年間
6,647円

年間
1,424円

高血圧の薬の場合

ジェネリック医薬品に切替えた
場合の自己負担額の比較

70歳以上の高額療養費の自己負担限度額が見直されます
●現行区分（平成30年7月診療分まで） ●新区分（平成30年8月診療分から）

区　分
自己負担限度額

外来（個人ごと） 外来＋入院（世帯全体）

一
定
以
上
所
得
者

標準報酬月額
28 万円以上

57,600 円

80,100 円
＋

（医療費－267,000円）
×

1％
〈44,400 円〉

一
般

標準報酬月額
26 万円以下

14,000 円
年間上限

14万4,000円

57,600 円
〈44,400 円〉

区　分
自己負担限度額

外来（個人ごと） 外来＋入院（世帯全体）

Ⅲ 標準報酬月額
83 万円以上

252,600 円＋（医療費－842,000 円）× 1％
〈140,100 円〉

Ⅱ 標準報酬月額
53万～ 79 万円

167,400 円＋（医療費－558,000 円）× 1％
〈93,000 円〉

Ⅰ 標準報酬月額
28万～ 50 万円

80,100 円＋（医療費－267,000 円）× 1％
〈44,400 円〉

標準報酬月額
26 万円以下

18,000 円
年間上限

14万4,000円

57,600 円
〈44,400 円〉

・〈　〉は直近 12 カ月間に同じ世帯で 3 カ月以上高額療養費に該当した場合の 4 カ月目以降の金額です【多数該当】。
・低所得者の自己負担限度額の変更はありません。
・「高額介護合算療養費」についても平成 30 年 8 月から算定基準が見直されます。詳しくは、共済組合ホームページをご覧ください。
・一定以上所得者区分Ⅰ、Ⅱの人は、窓口支払い時に「限度額適用認定証」を提示すると、区分に応じた自己負担限度額までの支払いですみます。

細
分
化
＋

引
き
上
げ

引
き
上
げ

個人番号による情報連携が開始されました
　平成 30 年７月から個人番号を利用した情報連携が開始され、被扶養者の認定等において必要となる住民票や課税（非課税）
証明書などの情報が情報提供ネットワークシステム等を通じて取得できるようになりましたが、当面の間は試行運用を行う
こととなりました。

1試行運用について
　試行運用の期間中は、従来どおり添付書類の提出をお願いします。なお、試行運用の終了時期は未定となっておりますの
で、確定しましたら共済だよりにおいて改めてお知らせします。

2添付書類の省略
　試行運用終了後は、これまで添付が必要だった右記の書類が省略
できるようになります。
　ただし、地方税関係情報を取得する場合には、あらかじめ本人の
同意を得る必要があるため同意書の添付が必要になります。
　なお、試行運用期間中は、課税（非課税）証明書等の添付書類を
提出していただきますが、併せて同意書の添付も必要となります。

被扶養者の認定等において省略可能となる添付書類

住民票の写し

課税（非課税）証明書（※）

源泉徴収票の写し（※）

確定申告書の写し及び収支内訳書の写し（※）

健康保険資格喪失証明書

※同意書の提出が必要となるもの。

例


